
新旧対照表

高知県統計調査員の設置に関する規則

新 旧

附 則

（施行期日）

１ この規則は、平成21年4月1日から施行する。
（高知県統計調査員設置に関する規則の廃止）

２ 高知県統計調査員設置に関する規則（平成12年高知県規則第131号）は、廃止する。

附 則

（施行期日）

１ この規則は、平成24年4月1日から施行する。
（経過措置）

２ この規則による改正前の高知県統計調査員の設置に関する規則別記様式は、この規則による

改正後の高知県統計調査員の設置に関する規則の規定にかかわらず、残品の限度で使用すること

ができる。

附 則（平成31年４月26日規則第26号）
（施行期日）

１ この規則は、平成31年5月1日から施行する。
（経過措置）

２ この規則による改正前の高知県統計調査員の設置に関する規則別記様式は、この規則による

改正後の高知県統計調査員の設置に関する規則の規定にかかわらず、残品の限度で使用すること

ができる。

（表面） 省略

附 則

（施行期日）

１ この規則は、平成21年4月1日から施行する。
（高知県統計調査員設置に関する規則の廃止）

２ 高知県統計調査員設置に関する規則（平成12年高知県規則第131号）は、廃止する。

附 則（平成24年4月1日規則第41号）
（施行期日）

１ この規則は、公布の日から施行する。

（経過措置）

２ この規則による改正前の高知県統計調査員の設置に関する規則別記様式は、この規則による

改正後の高知県統計調査員の設置に関する規則の規定にかかわらず、残品の限度で使用すること

ができる。

（表面） 省略



（裏面） （裏面）


